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第４回生活・利用に関する検討部会議事概要 

 

◆日 時：平成２０年１０月１５日（水） １４：００～１５：３０ 

◆場 所：石垣港離島ターミナル第一会議室及び第二会議室 

◆参加者：委員１８名（内訳：個人３名，団体・法人６名，地方公共団体６名，国３名） 

その他２名，報道関係者５名 

 

◆議事： 

（１）部会の趣旨確認および第１回～３回部会の概要について 

（２）船社へのヒアリング結果について（高速運航、夜間運航） 

（３）海域利用の先進事例について（八重山漁協、慶良間海域、グレートバリアリーフ） 

 

◆議事概要： 

（１）部会の趣旨確認および第１回～３回部会の概要について 

・地区指定、現況の海域利用を示した石西礁湖全体の対象海域の図面を用い、将来の海域利用を検討。 

 

（２）船社へのヒアリング結果について（高速運航、夜間運航） 

・共同運航は、地球温暖化対策（CO2 削減）に繋がるため、優先すべき方策である。 

・船社側でも共同運航を検討する際に許認可上の問題等、各社の採算性等をクリアすることが必要。本

検討部会、協議会から沖縄総合事務局運輸部へ相談。 

・朝夕の混雑時以外での減便、速度低減を行うことが考えられ、本検討部会または自然再生協議会から

船社へ申し入れる。 

・仲間川遊覧船の利用協定（マングローブ倒壊防止の速度制限）は石西礁湖で参考となる。 

 

（３）-１ 海域利用の先進事例について（八重山漁協） 

・（資源管理を行っている事例を示し、）遊漁、ダイビングを含め、海域利用者と調整を図らなければ

漁業は成り立たないため、自然再生協議会等を通じて良い取り組みができることを期待。 

 

（３）-２ 海域利用の先進事例について（慶良間海域） 

・今後は、座間味の事例を参考として、ダイビング等を含めて共通のルール作りが必要。 

・アンカーブイ設置の適正規模の検討等、海域利用のルールづくりには、ダイビングショップ等の実態

数を把握することが必要。 

・竹富南航路周辺では、ダイビング業者等の増加に伴い利用が輻輳し、危険な状態である。 

・石西礁湖でも保全活動を行っているダイビング協会員以外はアンカーブイを使用できない措置が必要。 

・石西礁湖ではペナルティ導入の可否も含め検討することが必要。 

・アンカーブイ設置は、海域利用の少ない場所から実験的に進めることを検討。 

 

（３）-３ 海域利用の先進事例について（グレートバリアリーフ） 

・グレートバリアリーフは、目の前にサンゴが存在し、人口密度の高い八重山と条件が異なるため、厳

しい管理が可能になっている。 





２）グレートバリアリーフにおける環境配慮のための方策・施策 

●沿岸域管理（ゾーニング）：1990年策定 
グレートバリアリーフでは、「グレートバリアリーフ海洋公園局：Great Barrier Reef Marine Park 

Authority(GBRMPA)」により、サンゴ礁を含めた沿岸域管理体制が取られている。GBRMPAは「グ
レートバリアリーフ海中公園法」に基づいて設立された国の機関であり、地元のクイーンズランド州

の協力を得て、グレートバリアリーフ海域全体の様々な利用活動、産業活動についてゾーニングを基

本として管理している。 
GBRMPAの沿岸域管理の基本であるグレートバリアリーフのゾーニングの目的は、海中公園法に
基づくグレートバリアリーフの、①保護、②利用調整、③資源利用調整、④保全、⑤自然状態の維

持保存である。ゾーニングは、広大なサンゴ礁が７種類のカテゴリーに分けられて保全されている。

最も厳しく自然が守られている完全保護区域ではあらゆる活動が禁止されている。その他、許可を得

て釣りをすることが可能な地域、採集できる種やその数が規制されている地域、一般に利用可能な水

域などに色分けされている。 
また、GBRMPA の組織には、公園管理、環境アセスメント、教育・情報、研究・モニタリング、
水族館等の各部門がある。 
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